
記号の見方 ：  　問合せ

お
知
ら
せ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ワ

ク
チ
ン
接
種
の
お
知
ら
せ
は
、９
面
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
来
所
さ
れ
る
方
は
、
大
阪
市
行
政

オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
で
Ｗ
Ｅ
Ｂ
予
約
が

で
き
ま
す（
火
曜
日
か
ら
木
曜
日
の
一
部
の

時
間
帯
に
限
り
ま
す
）。

引
っ
越
し
の
手
続
き
や

戸
籍
の
届
出
の
来
所
予
約
を

始
め
ま
し
た
！

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
住
民
登
録
）

☎
６
７
７
４-

９
９
６
３

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
か
か
る

費
用
の
医
療
費
控
除
に
つ
い
て

保
健
福
祉
課（
介
護
保
険
）

☎
６
７
７
４-

９
８
５
９

空
家
を
適
正
に

管
理
し
ま
し
ょ
う

市
民
協
働
課（
安
全
ま
ち
づ
く
り
室
）

☎
６
７
７
４-

９
８
９
９

「
障
が
い
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」を
ご
存
知
で
す
か
？

　
身
体
障
が
い
者
手
帳
等
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上
の
寝
た
き

り
ま
た
は
認
知
症
の
方
で
、そ
の
程
度

が
身
体
障
が
い
者
手
帳
等
の
交
付
基

準
に
準
ず
る
場
合
は
、申
請
に
よ
り

「
障
が
い
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」が

交
付
さ
れ
ま
す
。認
定
書
を
お
持
ち
の

方
は
、所
得
税
や
個
人
市
府
民
税
の

申
告
の
際
、所
得
控
除
に
よ
り
税
の
軽

減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
健
福
祉
課（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

☎
６
７
７
４-
９
８
５
７

な
ん
ば
市
税
事
務
所

個
人
市・府
民
税
の
申
告
受
付
が
始
ま

り
ま
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
、市
税
事
務
所・区
役
所

へ
の
来
所
は
控
え
、送
付
ま
た
は
大
阪

市
行
政
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。申
告
書
は
、

大
阪
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
源
泉
徴
収
票

な
ど
を
も
と
に
作
成
で
き
ま
す
。

固
定
資
産
税
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
お
知

ら
せ

　
固
定
資
産
税・都
市
計
画
税（
第
４

期
分
）の
納
期
限
は
、２
月
28
日
㈫
で

す
。市
税
へ
の
ご
理
解
と
納
期
内
の
納

付
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
ん
ば
市
税
事
務
所　
市
民
税
等

グ
ル
ー
プ（
個
人
市
民
税
担
当
）

☎
４
３
９
７-
２
９
５
３

９
時
〜
17
時
30
分（
金
曜
日
は
９
時
〜

19
時
）

な
ん
ば
市
税
事
務
所　

固
定
資
産
税
グ
ル
ー
プ

☎
４
３
９
７-

２
９
５
７（
土
地
）

☎
４
３
９
７-

２
９
５
８（
家
屋
）

９
時
〜
17
時
30
分（
金
曜
日
は
９
時
〜

　
19
時
）

申
告
の
お
知
ら
せ

　
医
療
系
を
中
心
と
し
た
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
は
、
所
得
税

の
確
定
申
告
の
際
、
医
療
費
控
除
の
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
告
に

は
「
領
収
証
」
が
必
要
で
す
。

●
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額

　
①
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、②
介
護

老
人
保
健
施
設
、③
介
護
老
人
福
祉
施

設
、④
介
護
医
療
院

※

①
〜
④
の
利
用
料・居
住
費・食
費
の
利
用
者

負
担
額
。た
だ
し
③
は
２
分
の
１
相
当
額
。

●
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額

　
①
医
療
系
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
看
護
・

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
）、

②
福
祉
系
サ
ー
ビ
ス（
生
活
援
助
中
心
型

を
除
く
訪
問
介
護
・
通
所
介
護
な
ど
）の
利

用
者
負
担
額
。

※

②
は
、①
と
併
せ
て
利
用
し
た
場
合
の
み
。

確
定
申
告
は

「
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」を

ご
利
用
く
だ
さ
い

天
王
寺
税
務
署

堂
ケ
芝
２ｰ

11ｰ

25

☎
６
７
７
２ｰ

１
２
８
１

　
確
定
申
告
期
間
は
、ご
自
身
の
ス
マ

ホ
や
ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
申
告
書

等
の
作
成
や
送
信
が
24
時
間
い
つ
で
も

可
能
で
す
。ス
マ
ホ・パ
ソ
コ
ン
か
ら
の

申
告
に
は
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」が

必
要
で
す
。な
お
、税
務
署
で
発
行
し

た「
Ｉ
Ｄ・パ
ス
ワ
ー
ド
」は
暫
定
的
な

対
応
で
す
。

▲確定申告書等
作成コーナー

▲確定申告に
関するお知らせ

※

所
得
税
の
確
定
申
告
等
に
つ
い
て
は
天
王 

　
寺
税
務
署（
☎
６
７
７
２-
１
２
８
１
）に

　
相
続
し
た
も
の
の
、
居
住
し
な
い
ま

ま
空
家
に
な
っ
て
い
る
物
件
は
あ
り
ま
せ

ん
か
？ 

空
家
は
個
人
の
財
産
で
あ
り
、

そ
の
維
持
・
管
理
は
所
有
者
に
責
任
が

あ
り
ま
す
。
空
家
を
点
検
・
管
理
す
る

場
合
の
ポ
イ
ン
ト
や
相
談
窓
口
な
ど
を

ま
と
め
た
「
空
家
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を

区
役
所
で
配
布

し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

「
求
人
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
」を

ご
利
用
く
だ
さ
い

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク・

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
阪
東

事
業
所
サ
ー
ビ
ス
第
１
部
門

☎
６
９
４
２-

４
７
７
１

（
部
門
コ
ー
ド
：
31
＃
）

　
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク・イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

サ
ー
ビ
ス
」か
ら「
求
人
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
」

を
開
設
す
る
と
、来
所
不
要
で
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の
求
人
申
込
み
の
ほ
か
、求
人
内
容

の
変
更
、応
募
状
況
の
確
認
、求
職
者
情

報
の
検
索
な
ど
各
種
サ
ー
ビ
ス
が
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

●
介
護
福
祉
士
等
に
よ
る
喀
痰
（
か
く
た

ん
）
吸
引
等
が
行
わ
れ
た
と
き

　
介
護
福
祉
士
に
よ
る
喀
痰
吸
引
・
経

管
栄
養
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
か
か
る
自
己
負
担
額

の
10
分
の
１
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
お
む
つ
代

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
の
２

年
目
以
降
の
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

に
つ
い
て
は
、
医
師
の
証
明
に
代
わ
る

「
確
認
書
」を
区
役
所
で
交
付
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
申
告
方
法・受
付
期
間

①
市
税
事
務
所
あ
て
送
付
に
よ
る
申
告

　
３
月
15
日
㈬
ま
で

②
大
阪
市
行
政
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
申
告

　
３
月
15
日
㈬
ま
で

●
令
和
４
年
中
に
収
入
が
あ
る
方（
給

与
所
得・雑
所
得（
公
的
年
金
等・業

務・そ
の
他
）の
申
告
の
み
可
能
。）

●
令
和
４
年
中
に
収
入
が
な
い
方

③
窓
口
で
の
申
告（
土・日・祝
休
日
を

除
く
）

　
受
付
期
間
の
最
初・最
後
の
１
週
間

や
９
時
台
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

● 

市
税
事
務
所
窓
口

日
時
／
２
月
３
日
㈮
〜
３
月
15
日
㈬

         

９
時
〜
17
時
30
分（
金
曜
日
は

            

９
時
〜
19
時
）

場
所
／
な
ん
ば
市
税
事
務
所

　
　
　
（
浪
速
区
湊
町
１ｰ

４ｰ

１
O
C
A
T
５
階
）

●
区
役
所
臨
時
申
告
会
場

日
時
／
２
月
16
日
㈭
〜
３
月
15
日
㈬

           

９
時
〜
11
時
30
分
、

         

13
時
〜
16
時

場
所
／
区
役
所
５
階 

５
０
１
会
議
室

感
染
症
拡
大
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

●
混
雑
防
止
の
た
め
事
前
に
申
告
書

を
作
成
し
、マ
ス
ク
の
着
用
、手
指
消

毒・検
温
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
混
雑
状
況
に
よ
り
入
場
を
制
限
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
咳
や
発
熱
等
の
症
状
が
あ
る
場
合

は
来
所
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

※

固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）に
つ
い
て

　
は
、船
場
法
人
市
税
事
務
所　
固
定
資

　
産
税（
償
却
資
産
）グ
ル
ー
プ（
☎
４
７

　
０
５-

２
９
４
１（
９
時
〜
17
時
30
分
））

　
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
今
月
の
各
種
無
料
相
談
会
」

は
７
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
真
田
山
プ
ー
ル
は
温
水
ヒ
ー
タ
改

修
工
事
に
伴
い
、２
月
２
日
㈭
〜
３

月
３１
日
㈮（
予
定
）ま
で
休
館
し
ま

す
。ト
レ
ー
ニ
ン
グ
場
お
よ
び
ス
ケ
ー

ト
場
、ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
は
利
用
で

き
ま
す
が
、更
衣
室
内
の
温
水
シ
ャ

ワ
ー
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

経
済
戦
略
局
ス
ポ
ー
ツ
施
設
担
当

☎
６
４
６
９-

３
８
７
０

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

毎月第4日曜日（今月は2月26日）は9:00～17:30まで区役所を開庁しています。毎週金曜日は19:00まで開庁時間を延長しています。お取り扱いできない業務もあります
ので、詳しくはお問い合わせください。   　 企画総務課（庶務） ☎6774-9625
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詳しくは、天王寺区ホームページをご覧ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/

広告募集中
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